
ひきこもり地域支援センター（新規事業）〔社会・援護局総務課〕  

【現状・課題】  

「社会的ひきこもり」に関する相談・援助状況実態調査 等より  
・ひきこもりに特化した相談窓口がないため、ひきこもり本人又は家族が相談に十分に結びついていない   
のではないか。  

・ひきこもりの支援は長期間に及ぶことから、各段階に応じた対応が必要となるが、各関係機関のネット  
ワークが十分でないのではないか。  

・ひきこもり各関係機関における専門職旦の知識や支援技術が十分でないのではないか。  
・ひきこもり本人又は家族に必要な情報が届いていないのではないか。  

といった問題が提起されている。   

※ひきこもりの状態にある者の推計 約32万世帯（「こころの健康科学研究事業」の地域疫学調査による推計）  

【事業概要】  
質吾裟夏巴豊麗諾ライフステニ∠二＝」  

都道府県・指定都市に自立支援対策を推進するための核となる「ひきこもり地域支援センター」を設置し、  
①第一次相談機能としての役割を担う。②各関係機関のネットワークの連携強化を図る。③地域のひきこもり対策  
にとって必要な情報を広く提供する。  

ひきこもり地域支援センターには、「ひきこもり支援コーディネーター（社会福祉士、精神保健福祉士等）」を  
配置し、以下の事業を実施。   

①第1次相談窓口としての機能   

ひきこもり本人、家族等からの電話・来所・訪問等による相談に応じるとともに、対象者の状態に応じて、   
医療・教育・労働・福祉などの適切な関係糠関へつなげる。  

（∋他の関係機関との連携  

対象者の状態に応じた適切な支援を行うため、関係機関からなる連絡協議会を設置し、情報交換等各   
機関間で恒常的な連携を図る。  

③情報発信   
リーフレットの作成等により、ひきこもり問題に対する普及啓発を図るとともに、地域におけるひきこもり   

に係る関係機関・事業紹介などの情報発信を行う。  

「ひきこもり地域支援センター」の平成21年度予算の概要（新規）   

○予算案：セーフティネット支援対策等事業費補助金210億円の内数  

○実施主体：都道府県・指定都市（社会福祉法人、NPO法人等に運営委託可）  

○か所数：都道府県・指定都市に各2か所（合計130か所）  

○補助率：1／2（国1／2、都道府県■指定都市1／2）  

01か所当たり事業費：700万円（補助額350万円）  
（内訳）  

（かひきこもり支援コーディネーター設置経費   

・謝金（2名（専門職員（社会福祉士・精神保健福祉士等）、一般職員））・巡回指導旅費   

②関係機関連絡協議会経費   

・委員謝金、委員等旅費、印刷製本費、会議費、会場借料   
③普及・啓発経費  

t企画検討委貞会（委員謝金、委員等旅費、印刷製本費、会議費、会場借料）  

・リーフレット作成費  
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 ひきこもり地域支援センターの概念図  
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（注）実施主体：都道府県■指定都市（運営委託可）、か所数二各2か所  
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青少年総合対策推進法案について  H21．3  

趣旨・目的   

■ニートなど若者の自立をめぐる問題の深刻化   

～不登校、中退、いじめ経験などの複雑な問題が背景に存在  

■児童虐待、いじめ、有害情報の氾濫、青少年による重大事件   

など一段と厳しさを増す青少年をめぐる状況  

●青少年育成施策の総合的推進のための枠組み整備（基本法的性格）  
，国の本部組織や大綱、地域における計画やワンストップ相談窓口等の枠組み整備  
・学校教育法、児童福祉法、雇用対策法等関係分野の法律と相まって青少年総合対策を推進  

●ニート、ひきこもり等自立に困難を有する青少年を支援するためのネットワーク整備  

自立した社会生活を営む上での困難を有する青少年を地域において支援するためのネットワークづくり  青少年総合対策を推進するための枠組みつくり  

〔地方公共団体〕  〔国〕  関係機関等：各種支援の実施  状況把握、誘導、支援内容等の周知  
社会生活適応のための相談～訪問支援（アウトリーチ）、助言、指導 医療、療養  

生活環境改善 修学・就業 知識技能の習得等の支援  都道府県、市町村   
青少年計画  

（努力義務）  青少年総合対策  推進大綱  
地域協議会（地方公共団体が単独又は共同で設置）＝支援内容の協議、情報の交換～秘密漏洩の禁止  

」調整機関：支援状況の把握と連絡  

・国：人材の養成等の支援  

「垂］ゝ  

青少年総合対策   

推進本部   

（本部長：総理）  

基本理念  

国の基本的な施策等  

・各関連分野における施策  
の総合的な実施   

・国民の理解の増進等  
（国民運動の展開）   

・社会環境の整備   

・青少年総合相談センター  

の体制確保   

・年次報告の作成公表  
地土或における青少年育成等ネットワーク（イメージ）   ※地域協議会ごとに、地域ニーズ等に応じて関係機関等により構成  



俸給発第0130001号  
社援総発第0130001号  
障精発第0130001号  
平成 21年1月 30 日  

衛生主 管部（局）長  

精神保健福祉主管部（局）長  

民生 主 管部（局）長   

都 道 府 県  

政令指定都市  

衛生主管部（局）長  
民 生 主 管 部（局）長  

殿  
中  核  市  

保健所政令市  

特  別  区  
衛生 主 管 部（局）長   

厚生労働省  

健 康 局 総  

社会・援護局総務課  

●l■● 

∴＼、‖‾ご．1  
社会・援護局障害保健福祉部鴬  

糧覆革  

J ーヒjニーr－ 1し．tlJ  
－ 

精神・障害保健課  

・－   

：†   

現下の経済情勢を踏まえた自殺予防対策について（依頼）  

自殺対策については、平成19年に策定された自殺総合対策大綱に基づいて取  

り組みを推進していただいているところであるが、現下の経済情勢により解雇  
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及び雇止めに伴い住居の退去を余儀なくされる者が新たに相当数発生するなど、  

自殺の社会的要因である失業や倒産、多重債務問題が深刻化する懸念があるこ  

とから、別紙1（写）のとおり、平成21年1月23日付け府政共生第77号  

「現下の経済情勢を踏まえた自殺対策の推進について」により、内閣府自殺対  

策推進室長から、自殺対策の更なる推進を図るよう各都道府県知事・政令指定  

都市市長あてに依頼がなされたところである。   

これを踏まえ、関係機関においては、自殺の発生は、健康問題のほか、失業  

等経済・生活問題、勤務問題、家庭問題等、様々な社会的要因が複雑に関係し  

ていることに留意し、下記の事項に取り組むとともに、さらに都道府県にあっ  

ては市町村にも周知し、一層の自殺対策を行っていただくようお願いする。   

なお、大臣官房地方課長、労働基準局監督課長及び安全衛生部労働衛生課長  

並びに職業安定局総務課長より、都道府県労働局担当部長に対して、別紙2（写）  

の通り、通知したところであるので、了知方お願いする。  

記  

1．相談活動の充実   

健康問題、失業等経済・生活問題、勤務問題等の様々な課題に対する相談活  

動は、自殺対策の観点からも重要であることから、それぞれの課題に対応した  

相談機関においては、引き続き相談者の立琴に立った、きめ細かい相談活動を  

着実に実施すること。   

特に、自殺に至る可能性のある者は精神的課題を抱えていることが多いこと  

から、保健所、精神保健福祉センター等、管下のメンタルヘルスに関する相談  

機関においては＞可能な限り、相談機会の拡大、相談者が様々な課題を抱えて  

いるという背景を踏まえた相談活動の質の向上等、相談活動の充実を図ること。  

2．健康要因と社会的要因に対する関係機関の間での連携の強化   

自殺に至る可能性のある者が抱える課題は多様であり、健康要因と社会的要因  

の課題を相互に関連しながら有する場合があることから、医療、福祉、労働分  

野等の関係機関間の連携も重要である。このため、保健所、精神保健福祉セン  

ター、福祉事務所、労災病院、地域産業保健センター、メンタルヘルス対策支  

援センター、ハロ」ワーク、労働基準監督署、総合労働相談コーナーはもとよ  

り、弁護士会・消費生活センター等多重債務に関連する相談機関、地域におけ  

るその他の相談機関、自殺予防活動を行う民間団体との問で、連携を図ること。   

具体的には、例えば、都道府県及び政令指定都市において実施している自殺  

対策連絡協議会を一層活用するとともに、相談者が他機関についても知る機会  
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を得られるよう、相談機関同士のポスター、パンフレット等の相互提供、必要  

に応じた相談者への他機関の案内、他機関との合同での相談活動を行うなどが  

考えられること。  

3．自殺総合対策大綱に基づく対策の実施   

このほか、自殺総合対策大綱に基づき、研修、普及啓発等、自殺予防に資す  

る取組について、引き続き充実を図ること。  
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各 都 道 府 県 知 事 殿  

各政令指定都市市長 殿  

内閣府自殺対策推進室長  

（公印省略）  

現下の経済情勢を踏まえた自殺対策の推進について（依頼）   

現下の経済情勢については、今後、解雇及び雇止めにより住居の退去を余儀なくされる  

者（以下「離職退去者」という。）が相当数新たに発生するなど、自殺の社会的要因である  

失業や倒産、多重債務問題が深刻化することが懸念されます。   

都道府県及び政令指定都市（以下「都道府県等」という。）においては、これまでも各地  

域において離職退去者に対する支援等を始めとする対策を実施していただいているところ  

ですが、自殺対策の担当部署においても、下記事項に留意した上で、自殺対策の更なる推  

進をお願いします。また、貴管下の市町村に対しても、自殺対策の実施状況について伝達  

されるよう宜しくお取り計らい願います。本通知については、関係府省の担当部局と協議  

済みである旨、申し添えます。   

なお、「自殺対策を考える議員有志の会」から自殺対策を担当する野田内閣府特命担当大  

臣に対して別添要請がありましたので、参考までに添付します。  

記  

1．関係機関との情報共有の強化、相談活動の充実  

都道府県等においては、関係機関と連携して自殺対策を推進していただいていると   

ころですが、今後とも自殺対策連絡協議会の積極的な活用等を通じた関係機関との情   

報共有及び相談機関との連携を強化するよう願います。なお、都道府県等における相   

談機関の一覧については、国立精神・神経センター精神保健福祉研究所自殺予防総合   

対 策セ ン タ ー の ホ ー ム ペー ジ（も＝p：／／†＝∴n＝り．＝．jp＝＝‖－bp／i＝‖‖S‖‖／indel．帖刷  

に掲載されているので、御参照ください。  

また、管下の精神保健福祉センター等で実施している相談活動については、例えば   

相談受付時間の延長など実施可能な範囲で充実を図るよう御留意ください。  
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2．社会的要因に対する相談支援体制との連携強化  

（1）多重債務者に対する相談支援  

「多重債務問題改善プログラム」（平成19年4月20日多重債務対策本部決定）に基   

づき、国及び地方公共団体等において、多重債務者に対する相談支援策が実施されてい   

るところです。都道府県等においては、関係機関との一層の連携強化を図ることにより、   

多重債務者が自殺に追い込まれることのないように相談支援体制の強化を願います。具   

体的には、相談者の中には精神疾患に罷患している者もあることから、都道府県等の多   

重債務相談窓口及び日本司法支援センター（法テラス）等と精神保健福祉センターやい   

のちの電話等の相談機関とで連携し、相互に利用者へ周知するよう依頼等するほか、多   

重債務問題に取り組む民間団体との連携にも配慮頗います。  

（2）離職退去者に対する相談支援  

離職退去者に対し、全国の公共職業安定所（詳細は、厚生労働省ホームページ   

http：／／ww肌mhlw．go．jp／houdou／2008／12／dl／h1212－4a．pdf参照）において、職業相談、   

職業紹介及び住宅確保等に関する相談が実施されています。また、住宅資金及び生活資   

金の貸付けとともに、廃止決定していない雇用促進住宅や公営住宅等の空家の活用を通   

じた離職退去者への支援が実施されているところです。  

都道府県等においては、上記のような関係府省の取組を踏まえて、関係機関等と連携   

し、離職退去者が自殺に追い込まれることのないよう相談支援体制の強化を願います。   

具体的には、公共職業安定所等と精神保健福祉センターやいのちの電話等の相談機関と   

を相互に利用者へ周知するよう依頼するなど連携を図ることとしてください。  

3．自殺が多発する地域におけるパトロール活動等の実施  

都道府県等において、管下に自殺が多発する地域を把握されている場合には、当該   

地域の警察署及び民間団体等と連携しつつ、必要に応じてパトロール活動等を実施す  

ることにより、自殺防止を図るように御留意ください。  軒
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4．地域の相談員を対象とした研修会の開催  

都道府県等においては、地域で活動する民間団体との連携を図りつつ、自殺対策を   

推進していただいているところですが、民間団体等が地域で活動する相談員を対象と  

した研修会を実施する場合には、公的施設の供用その他可能な限り研修会の開催を支   

援するなど、積極的な御対応を願います。  

また、内閣府自殺対策推進室においては、地域における自殺対策の推進を支援する  

ため、民間団体等とも連携し、都道府県職員及び地域で活動する民間団体の従事者を   

対象に具体的な支援策等を紹介するワークショップの開庖等を検討しています。詳細  

については、決定次第、別途連絡しますので、御承知おき願います。  
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平成20年12月18日  

内閣府特命担当大臣   

野田 聖子 殿  

自殺対策を考える議員有志の会  

自殺緊急対策に関する要望書  

【主旨】   

日本の自殺者数が3万人を超えたのは1998年。そのはじまりは「1998年3月」  

である。1997年の11月に三洋証券と北海道拓殖銀行が相次いで経営破たんに陥り、  

さらに山一証券が自主廃業に追い込まれた。その年度の決算期、つまり1998年3  

月に完全失業率が初めて4％を超え、倒産件数が1990年以降で過去最多を記録。  

この経済情勢の悪化に引きずられるようにして日本の自殺者数は急増しはじめた。  

私たちは、それを「98年3月ショック」と呼んでいる。   

そして今、そのとき以上の危機に直面していると思わざるを得ない。ご承知の通  

り、サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融危機は日本を直撃し、いま  

全国で倒産そして失業者が急増している。当時よりも深刻なのは、派遣労働者をは  

じめとする非正規労働者そして外国人労働者が次々と契約を打ち切られているこ  

とである。「仕事がなくなると住むところもなくなる。失業保険などの社会保障も  

受けられない」など、解雇されると同時に生活基盤を失うことになる。雇用や住宅  

など緊急対策は取られようとしているが、究極の悲劇である自殺に対する対応が弱  

いと考える。   

今年7月に民間の有志で作られた「自殺実態解析プロジェクトチーム」がまとめ  

た「自殺実態白書2008」に『自殺は、人の命に関わる極めて「個人的な問題」で  

ある。しかし同時に、自殺は「社会的な問題」であり、「社会構造的な問題」でも  

ある』とある。国そして政治の最大の責任は「国民の命を守ること」だと考える。  

自殺対策の現場で活動する人たちからも「このままだと“09年3月ショック”が  

起きかねない！」との声が数多く寄せられている。過去の教訓から学び、自殺に追  

い込まれる人を一人でも減らすために、そして国民の「いのち」を守るために、国  

を挙げて自殺対策に緊急的に取り組む必要がある。   

すべての省庁および都道府県や市区町村などにも緊急要請を行うとともに、あら  

ゆる関係団体および民間団体との連携を強化し、実効性と迅速性を上げる必要があ  

る。また、そのために必要な経費の確保にも緊急対応をすべきだと考える。私たち  

『自殺対策を考える議員有志の会』は政府を挙げての自殺緊急対策を強く求めると  

ともに、直ちに次の「自殺緊急対策5項目」を実施することをここに強く要望する。  
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【自殺緊急対策5項目】  

1、自殺実態の緊急公表  

毎月の自殺者数を、翌月の早い段階で緊急公表すること。社会全体に警鐘を   

鳴らし、危機感を共有するとともに早急に具体的対応を実行すること。   

※5カ月前の統計では具体的対策が打てない。警察庁は硫化水素自殺の統計を翌  

月に公表しており、不可能ではないと考える。  

2、ハイリスク者への緊急支援策の実施  

自殺実態から、それぞれの地域での職業や性別、自殺の要因などを分析し、   

ターゲットを絞った上で、緊急かつ効果的な対策を実施すること。   

※「自殺実態白書2008」から見えてきた自殺の危機経路（プロセス）を参考に  

して、倒産や失業から連鎖が想定される要因への対策を重点的に行う。  

3、緊急相談窓口の開設   

「死にたい。もう生きられない」という状況に追い込まれた人たちに対して、   

包括的な支援を行う緊急相談窓口を全国の市区町村に開設すること。  

また、自殺のハイリスク地（自殺の名所等）における水際対策（相談所の設置、   

パトロールの強化、相談所案内看板の設置等）の強化を図ること。   

※切迫した状況に追いやられている人ほど自分を見失い、どういった問題で悩ん  

でいるのかを把握できない傾向にある。まず相談できる窓口が必要であり、対  

策は様々な関係者と連携して行う。  

4、行き詰まった時のシェルター（緊急避難場所）の開設  

仕事も住むところも失って行き詰まった時に家族と一緒に駆け込める、社会的   

に「休息」できるシェルター（緊急避難場所）を各都道府県に開設すること。   

※倒産と失業は男性の自殺者を急増させる。1998年では男性の自殺者が78．1％  

を占め、特に45歳から64歳までの中高年男性の増加が顕著である。男性が  

家族と一緒に駆け込める場所が必要と考える。  

5、地域の相談員を対象とした緊急合同研修会の実施   

行政や民間を問わず、地域の相談員の問で様々な支援策や相談窓口に関する情   

報を共有するための合同研修会を早急に実施すること。   

※行政の縦割りや専門分野の壁に阻まれて、問題を多く抱えた人ほど支援策にた  

どり着きづらいという社会的ジレンマが生じている。支援策に関する情報を、  

あらゆる窓口で提供できる体制が必要である。  
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都道府県労働局  

総務部長 殿  

労働基準部長 殿  

職業安定部長 殿  

厚生労働省   

大臣官房地方課長   

労働基準局監督課長   

労働基準局安全衛生部労働衛生課長   

職業安定局総務課長   

（公 印 省 略）  

現下の経済情勢を踏まえた緊急の自殺予防対策について   

自殺対策については、平成19年に策定された自殺総合対策大綱に基づいて  

取組を推進しているところであるが、現下の経済情勢により解雇及び雇止めに  

伴い住居の退去を余儀なくされる者が相当数新たに発生するなど、自殺の社会  

的要因である失業や倒産、多重債務問題の深刻化が懸念される 

ついては、自殺の発生は、健康問題（うつ病等）のほか、失業等経済・生活  

問題、勤務問題等、様々な社会的要因が複雑に関係していることを踏まえ、下  

記に留意の上、関係部署間はもとより関係機関との連携を図り、一層適切な行  

政運営に万全を期されたい。   

なお、内閣府自殺対策推進室長より各都道府県知事及び政令指定都市市長に  

対して、別紙1（写）のとおり通知するとともに、それを踏まえる等して、健  

康局総務課長、社会・援護局総務課長及び社会・援護局障害保健福祉部精神・  

障害保健課長より都道府県担当部（局）長等に対して、別紙2（写）のとおり  

通知したところであるので、了知されたい。  
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記  

1．相談活動等に当たっての配慮   

健康問題、失業等経済・生活問題、勤務問題等の様々な課題に対する相談   

活動等は、自殺対策の観点からも重要であることから、公共職業安定所、労   

働基準監督署及び総合労働相談コーナーにおいては、引き続き雇用問題等所  

・掌事務に関する相談活動等を適切に行うこと。相談活動等に当たっては、相   

談者等の中に雇用問題を背景としたメンタルヘルス不調者も含まれること等   

に留意するとともに、相談者等の置かれている立場に意を払い、懇切丁寧な   

対応に努めること。  

2．健康要因と社会的要因に対する関係機関の間での連携の強化   

自殺に至る可能性のある者が抱える課題は多様であり、健康要因と社会的   

要因の課題を相互に関連しながら有する場合があることから、医療、福祉、   

労働分野等の関係機関間の連携も重要である。このため、保健所、精神保健   

福祉センター、福祉事務所、労災病院、産業保健推進センター、地域産業保   

健センター、メンタルヘルス対策支援センター等はもとより、弁護士会・消   

費生活センター等多重債務に関連する相談機関、地域におけるその他の相談   

機関、自殺予防活動を行う民間団体との間で、適宜連携を図ること。   

具体的には、例えば、都道府県及び政令指定都市において実施している自   

殺対策連絡協議会を活用することとともに、相談者等が他機関についても知   

る機会を得られるよう」相談機関同士のポスター、パンフレット等の相互提   

供、相談者等から求めがあった場合等の相談者等への他機関の案内、他機関   

との合同での相談活動を行うなどが考えられること。  

3．その他   

このほか、自殺総合対策大綱に基づき、公共職業安定所の窓口における職   

業相談の実施及び失業に直面した際に生じる心の悩み相談など様々な生活上   

の問題に関する相談対応、その他研修、普及啓発など自殺予防に資する取組   

について、引き続き充実を図ること。  
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（参考）  

1 メンタルヘルスに関する相談機関  

① 保健所  

地域保健法に基づき都道府県、地方自治法で定める指定都市、中核市そ   

の他の政令で定める市又は特別区に設置された行政機関。精神保健を含め、   

地域の保健、衛生について企画、調整等を行うと共に、相談、訪問指導も   

行っている。  

／ikirusasaeru／index．  html  ハkiru－h  ：ノ／www．ncn  

（自殺予防総合対策センターのホームページ）  

（∋ 精神福祉保健センター  

精神保健福祉法に基づき都道府県、政令指定都市に設置された精神保健   

福祉に関する技術的中核機関で、精神保健福祉に関する企画立案、普及啓   

発、調査研究等の他、複雑困難な相談指導についても行う。  

／ikirusasaeru／index．html  ハkirリーh   ：／／ww帆nCn  

（自殺予防総合対策センターのホームページ）  

③ 労災病院  

（独）労働者健康福祉機構が設置■運営する医療機関。メンタルヘルス   

に関しては、精神科医師等によるストレス関連疾患を有する患者の診察等   

のほか、電話相談、カウンセラーによる対面型カウンセリング、インター   

ネットによるメール相談等を実施している。  

0／sisetOitiran．html  ／／www．rofuku．   トl＝I．！．：  

④ 産業保健推進センター   

（独）労働者健康福祉機構が各都道府県に設置・運営する施設。産業医   

等に対するメンタルヘルス予防等に関する研修、相談及び情報提供等を実   

施している。  

：／／www．rofuku．  

（9 地域産業保健センター   

労働者数50人未満の小規模事業場の事業者や労働者に対し、各種健康   

相談、個別訪問による産業保健指導及び産業保健情報の提供を行うほか、   

長時間労働者への医師による面接指導の相談窓口を開設している。  

お近くのセンターの場所については、都道府県労働局労働基準部安全衛   

生課（若しくは労働衛生課）又は労働基準監督署に問い合わせられたい。  
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※ 地域産業保健センターは委託事業として実施しているものの名称であ   

り、委託先は年度ごとに変わる可能性がある。  

（む メンタルヘルス対策支援センター   

事業場に対し、国の基準に適合し登録されたメンタルヘルス相談の専門機   

関の紹介、メンタルヘルス対策の周知等を行う。  

※ 「メンタルヘルス対策支援センター」は委託事業として実施している  

ものの名称であり、委託先は年度ごとに変わる可能性がある。  

平成20年度にあっては、④産業保健推進センターに設置されている。  

2 生活保護   

① 福祉事務所  

社会福祉法に規定されている「福祉に関する事轟所」をし＼い、福祉六法   

（生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害   

者福祉法及び知的障害者福祉法）に定める援護、育成又は更生の措置に関   

する事務を司る第一線の社会福祉行政機関であり、都道府県及び市（町村  

は任意）に設置されている。  
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